
朝日火災 2010年4月改定版

堅実経営の確保のために

●賠償責任保険普通保険約款 (企業用)
●受託者特約
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このバンフレットは、2010年 1月 1日以降に保険期間が開始するご契約を対象にしています



受託者賠償責任保険は、受託物の保管業務のみを行う事業者の方々、または受託物の保管業務

および保管業務を主体としてこれに付随する運送業務を行う―
の方々がこ加入の対象となります。

他人から予員かつた物 (受託物)を保管中に火災や取扱上の不注意によつて颯したり、汚したり、あるいは盗まれたりし

て預け主に受託物を元の状態のまま返週できなくなつた1協合に、預かつた人 (受託者)が預け主に対して負担する法

律上の損署賠償金を保険金としてお支払いします。

したがいまして、他人の物品を保管・営埋する事業者の方々、たとえば、倉庫業者、運送業者、委託力ΠTと者、催物主催者

などが対象となります。

「ヽ保低中」こは、保世坦所倣地内での賞旬のじ動をとみます。

1、「付随する運議 務」とは、情送にlH`う幅込 )、 荷即し、積曽え、荷さばせ、皓送月l貝待ち惑どのた0の一時保慣をいいます。

(注 1)目臼I墨樺理 健 n長 霞R濃者、流瀬増栞者、ガツリンスタンドエ者、盛

“

増豪著などは「目動車雪理者肥慣買任保険」、クリーニングエ者は「クリーエン

グ彙署,日慣質任保険」、旅籠 ホテル員者は「旅館P』領R任係膜」のこ契約をお申し込みください。

(注2)曼託物の運送工務のみを行う●豪者の方々、受氏葡の運送工開および運送工猫を主体としてこれに伺脳する保霞真務を行う事独Iの方々は、通送倶
険のこ史的をお中し込みください.

受託者賠償責任保険とは

お支払いする保険金は

この保険では次のような損害が支払われます。

この保険では次のような事故や損害賠償責任はお支払いできません。

●受託物のかし、自然の消粍または性質によるかび、変色、さび0よびねすみ食いあるいは虫虫いなどの損害

●自然発火または自然爆発した受酌 自体の損害

●受託物がお害さまに引き濃された日から30日を経過してから発見された損害

●受託絢の使用不能に起因する損害 (たとえば、代管呂の資信賢用や逸失利益など)

0故意におこした甲散、受踊者の使用人が加担した盗離などの損害

●戦争・B励・労働争Bなどによつて生した損害

●地晨・H文・洪水・浄波などの天災によつて生した損害

●屋根、とい、扉、憲、通鳳簡などから入る雨または騒などによる損害

●他人との間に結んだ額善賠償に関する約定により加重さ‡lた賠償買任

●現金・H金属・英術呂・有価皿券などの損害 (特約によりお支払いすることができます。)

●補排水雪・阻冷房懐阻・消火性、スプリンクラーをどからの水渭れによる損害 (特約によりお支払いすること

ができます。)

0停理もしくは加T卜の過失または欠陥による損害

●紛失による損害 (特的によりお支払いすることができます。ただし、受艦物の種類によっては特約の締箱を

お断Dすることが4ヽざぃます。)

保険金をお支払いできない主なもの

お支払い限度額

保険料は…

●預け主 Iこ対する損害贈惧金

全損のとき受〕モ物の時価額
(ただし、てん相限E〓負が阻麿 )
投詈香に対して略口した停理買

●豊判覺用・弁■士費用

訴眈費用、弁阻士載酬、伸識、和解
または』停に関する費用
(弊社の承Lttl必要となります。)

緊患捕■R用

損書の発生またIよ拡大の防止のため
に必要または有益であつた貴用

こ翼的にあたつては、まコB、お支払い限度額 (てん摘限屋顔)を決めていただきます。お支払い限度額は、保険期

間中に予想さイlる受Eと物の予想最高保管価格 (時価領)とします。ただし、受田モ物の総額が常に変動する埒合は、

予想平均保管価格 (時価額)で定めることもできます。

たとえば、騒高予想額が1,000万円と予想さイlる場合には、「支払限嵐顕は保険期間中を通じて1,000万 円」とな

ります。

なお、保険期間中に保険金の支払を受けた場合は、支払限度願からその保険金の額を控除した金額が以後の保

険期間に対する支払限度観と′よります。

免資金顕 (自己負担猥)は、原則として1事故5,000円です。自己負担顔を増顔することで保険料を制引くことが

できます。

保険料は受託物の種類、受託物の保管場所 (所在地・建物の相造)、 引受条件、支払限E額などにより異なります。

鮮しくは取扱代理店または弊↑とにこ照会ください。

日たとえば、次のような事故が対象となります。

釧 //

④避 にあつてしまつた。

0

工)氷災をおこして燃やして
しまつた。

0嘉して壊してしまった。    ③汚してしまつた。

ク

こ契約の方法

ntttの耳途またl討】優、の手縦と受用 忙昧か螂 を受lすることができるB合に、その御 lの保全またI萬FttI二必覆尊手碗きtするたOlこ要し醐

1守土力〔2暇L弼め、被保レ君に代わり損酪 惧釘4決に当たる場合におtヽて、
―

l、講上の求めに廊じ、その連朽
|について用上にB力するために支出した賢用

助 H渇費用



保険料の算出方法

1てん補限度額

保笛…受託物の時価総額を保険期間中の総てん補F艮度額とします。

2.適用料率 (保険期間1年、総てん補限度額 1・ 000円につき)

(1)保管施設が工場以外の場合

適用料率 =火災保険料率X075+盗難保険料率×06+破損その他危険料率十割増保険料率
(2)保管施設が工場の場合

適用料率 =火災保険料率X09+盗要併保険料率X06+破損その他危険料率十割増イ呆険料率
(注 )上記「火災保険料率」とlよ、文災保険のその受託物に対する適用料率で動産割増、その他の書」増 審」31を適用後

の料率をしヽしヽます。

3.適用保険料

適用保険料 こ総てん補限度額×適用料率

保険料のお見積り

被 保 険 者

受  託  物
(種類 。品名 )

時  価  額
構て弾

保管施 設 の
融 ・ 締

e艇

約 特的名

博てん補限度額X(火災保険料率XO.75 or O,9+盗 離保険料率×0.6+破損その他危険料率+割増保険料率)

千円X(     円XO.75o「 0.9+     円XO,8+        円十     円)

=       円
料

様

千円

険

特

　

　

保

万一事故が起きたときは―

万一この保険で補償される事故等が生したことを知つた場合には、下EBの事項をす)やかに取扱代理店または弊社にこ湮籍ください。なお、示讚交渉に
ついてはぷす弊社とこ相談いただきながらおすすめください。あらかじめ界社の承認を得ないで賠償買任を露めたり、賠償金等を支払われた場合には、
保険金を削減してお支払いすることがありますのでこ注意ください。

| 
ア事故発生の日Bも‐J呂所イむ部 蛇 所 氏名ウ軸 の原因・状況工亙人がいる颯合は、その方の住所 [移Bオ損害魅損のB求を受けたれ3よ、その内容力保険興釣の内容(圧勢吾号等)

住4契約後の置注意

1.保険証券が1か月以上経過しても届かない場合は、お手数ながら弊社にこ照会くださいますようお願いいたします。
2と契約者のこ住所などを変更さ私た場合は、運濡なく取扱代理店または弊社までこ連絡ください。

Gこの保険は、保険契約者が個人、小規模法人またはマンンョン管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。ただし、
その場合でも引受保険会社が経営破綻したときの保険金、解拘返れい金等のお支払いは、保険業法の規定に基づき一部削減されることがあります。隣
争]につきましては、下記記転の弊社ホームベージをこ覧いただくか、取扱代理店または弊社までこ照会ください。
●弊社は、保険契約に関する個人情報を、週切な契約のお引き受け、円滑な保険金のお支払い、付帯サービスのこ提供および弊社の商品の販売等を行う
ために取得・イu用し、業務螢託先、再保険会社等に提供することがあります。詳細につきましてIよ、下記記載の弊社ホームベージをこ覧いただくか、取
扱代理店または弊社までこ照会ください。

●保険料お支払いの際は、弊社所定の保険料領収ヨ正を発1手することとしておりますので、お確かめください。
0このパンフレッHよ「受託者賠償責任保険」の概要をこ紹介したものです。辞細は保険約款によりますが、保険金のお支払い条件 ,こ契約手続き,その他こ不
明な点がありましたら取扱代理店または弊社にこ照会ください。′c「お、許しくはこの保険の「晋通保険約款および特約集」「重要事項説明害」をこ覧ください。

弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結 保険料の領収 保険料領収証の発行・契約の管理業務等の代理業務を行つております。
したがいまして、弊社代理店とこ締結いただいて有効に成立したこ契約につきましては、弊社と直接こ契約されたものとなります。

朝日火災海上保険株式会社
〒10卜8655東 京都千代田区神田美土代町7番地

TEL03‐ 9294‐ 2111(大 代表 )
市―ムベージアドレス httpフ/― ,asahikasai,co.ip/

●お問い合わせ先

183005 cr】 99P4+年 )『θii/035006(KY)


